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6月1日㈮から交付開始

バス優待乗車証等を
お渡しします

出張交付日程表
　 5月15日からと6月1日からの1週
間程度は、例年非常に混み合い、待ち時
間が大変長くなる可能性があります。日
程調整のうえ、お越しください。
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障 害 の あ る 人

今年度75歳以上になる人
（昭和19年 4月 1日以前に生まれた人）

○身体障害者手帳の第 1種か 1級の手帳をお持ちの人
○療育手帳をお持ちの人
○精神障害者保健福祉手帳か、自立支援医療受給
者証（精神通院）をお持ちの人

○おのみちバス優待乗車証（有効期間は 2年間）
○公営渡船乗船券
　（因島重井町細島地区の人）
○バス・船舶共通利用券
○タクシー利用助成券
○入浴・あんま等助成券
※それぞれの有効期間は 1年間（おのみちバス除く）。

○おのみちバス優待乗車証
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○バス共通券　○船共通券
○福祉タクシーチケット（因島各町・御調町の人）
○入浴料助成券
○あんま・はりきゅう等施術料助成券
※それぞれの有効期間は 1年間。

6 月 1日㈮から
平成31年3 月29日㈮まで
9：00～16：30
[おのみちバス優待乗車証更新の人]
有効期限が平成30年 5 月31日までの「黄色」の乗
車証をお持ちの人は、5 月15日㈫から更新手続き
を行います。（優待乗車証以外を希望する人は 6月
1日㈮から）

[おのみちバス優待乗車証新規の人]
[その他の各種助成券希望の人]
6 月 1日㈮から交付　 9：00～16：30
[おのみちバス優待乗車証更新の人]
有効期限が平成30年 5 月31日までの「桃色」の乗
車証をお持ちの人は、5 月15日㈫から更新手続
きを行います。

高齢者福祉課、因島総合支所因島福祉課、
向島・瀬戸田・百島・浦崎支所、向東連絡所、
御調保健福祉センター

社会福祉課、因島総合支所因島福祉課、
向島・瀬戸田・百島・浦崎支所、向東連絡所、
御調保健福祉センター
※因島・瀬戸田地域の人への出張交付はありません。

○本人確認できるもの（健康保険証等）
○印鑑（スタンプ印不可）
○現在持っている優待乗車証等

○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳・自立支援医療受給者証（精神通院）
○印鑑（スタンプ印不可）
○現在持っている優待乗車証等

・交付された券は、本人以外は使用できません。
 他人に譲渡・使用させるなどの不正があったときは、回収します。
・有効期限（平成30年 5月31日）を過ぎた券は、6月以降使えません。
・有効期限を過ぎたものは、新しい券の交付手続きの際にお返しください。
・券が使えるのは、指定の業者に限ります。
・高齢者かつ障害のある人には、どちらか一方の券しか交付できません。

社会福祉課（☎0848-38-9125）
因島総合支所因島福祉課（☎0845-26-6210）
御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）
向島支所しまおこし課（☎0848-44-0111）
瀬戸田支所住民福祉課（☎0845-27-2209）

ご注意ください

高齢者福祉課（☎0848-38-9137）
因島総合支所因島福祉課（☎0845-26-6210）
御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）
向島支所しまおこし課（☎0848-44-0111）
瀬戸田支所住民福祉課（☎0845-27-2209）

※表は上から　交付地区／会場／時間

尾道・御調地域（高齢者、障害のある人）

因島・瀬戸田地域（高齢者のみ）○原則、各地区の出張交付先で受け取ってください。

6月4日㈪ 6月5日㈫ 6月6日㈬

6月1日㈮ 6月4日㈪ 6月5日㈫ 6月6日㈬

御調町菅野地区
菅野公民館
 9 ：30～11：30

御調町河内地区
河内公民館
9：30～11：30

因島土生町地区
土生公民館
 9 ：30～11：30

因島重井町地区
重井公民館
13：30～15：30

御調町綾目地区
綾目公民館
 9 ：30～11：30

御調町今津野地区
今津野公民館
13：30～15：30

美ノ郷町三成地区
いきいきサロン三成
 9 ：30～11：30

美ノ郷町木頃地区
藤井川公民館
13：30～16：00

御調町大和地区
大和公民館
13 ：30～15：30

御調町上川辺地区
上川辺公民館
13：30～15：30

木ノ庄西地区
いきいきサロン木ノ庄西
 9 ：30～11：30

木ノ庄東地区
木ノ庄東分館
13：30～16：00

御調町市地区と
その他全域
御調保健福祉センター
 9 ：30～12：00
13：00～16：30

原田町小原地区
いきいきサロン小原
 9 ：30～11：30

原田町梶山田地区
JA尾道市原田出張所
13：30～16：00

因島外浦町地区
いきいきサロン外浦
13：30～14：30

因島中庄町地区
中庄公民館
 9 ：30～11：30

因島小田浦地区
小田浦集会所
13：30～14：30

因島西浦地区
因島ふれあいセンター
13：30～14：30

因島三庄町地区
三庄公民館
 9 ：30～11：30

因島原・洲江町地区
いきいきサロン東生口
13：30～15：00

因島田熊町地区
田熊公民館
 9 ：30～11：30

因島椋浦町地区
いきいきサロン椋浦
13：30～14：00

因島大浜町地区
大浜公民館
13：30～14：30

因島鏡浦町地区
いきいきサロン鏡浦
14：30～15：30

瀬戸田町垂水地区
垂水垂幸園
 9 ：00～10：00

瀬戸田町港・福田地区
福田たちばな荘
10：30～11：30

瀬戸田町田高根地区
田高根なぎさ園
13：30～14：00

瀬戸田町宮原地区
開発総合センター
13：30～14：30

瀬戸田町林地区
林公民館
9 ：00～10：00

瀬戸田町瀬戸田・沢地区
瀬戸田市民会館
10：30～11：30

瀬戸田町中野・鹿田原地区
中野集会所
15：00～16：00

瀬戸田町名荷地区
名荷公民館
 9 ：30～11：00

瀬戸田町高根地区
いきいきサロン高根潮香園
13：30～14：30

瀬戸田町御寺地区
御寺集会所
15：00～15：30

瀬戸田町荻地区
荻南風園
14：30～15：30

西藤町地区
福田ふれあい館
 9 ：30～11：30

高須町地区
東部公民館（※）
13：30～16：00

※高須地区は会場が変わりました。駐車場が狭いため、できるだけ車でのお越しはご遠慮ください。
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このうち 2種類の
組み合わせも可能｝

6 月7日㈭


